
（第17202号）東 京 都 公 報令和2年10月22日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
振
興
課
）…
�

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
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築
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○
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○
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京
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共
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組
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一
部
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改
正
す
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規
程
…
…
…（
東
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都
職
員
共
済
組
合
）…
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規

則

東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
五
号

東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
港
港
湾
施
設
用
地
の
長
期
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
央
防
波
堤
内
側
埋
立
地
の
項
中
「
青
海
三
丁
目
地
先
」
を
「
海
の
森
一
丁
目
」
に
改
め
、
同

表
別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和2年10月22日（木曜日）東 京 都 公 報（第17202号） ２

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
九

月
三
十
日

青
梅
市
河
辺
町

七
丁
目
十
二
番

四
十
六
及
び
同

番
四
十
七
の
一

部

延
長一

二
・
五
〇

幅
員

四
・
二
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉
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指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
九

月
三
十
日

青
梅
市
河
辺
町

七
丁
目
十
二
番

四
十
六
及
び
同

番
四
十
七
の
一

部

延
長一

二
・
五
〇

幅
員

四
・
二
〇

〜
五
・
四
四

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
十

月
六
日

国
立
市
西
二
丁

目
十
七
番
二
十

二
の
一
部

延
長二

〇
・
九
〇

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
戸
川
区
東
松

本
二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
町
屋
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
潮
見
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

ひ

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化

合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

そ
の
他

こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
七
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
浜
松
町
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の

化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
六
十

八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
三
宿
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
五
十
六
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
文
京
区
大
塚
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

町
田
調
布

二

変
更
の
区
間

稲
城
市
大
字
坂
浜
字
四
十
三
号
三
千
三
百
十
五

番
一
地
内
か
ら
同
所
三
千
三
百
十
三
番
一
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
分
寺
市
内
藤
二
丁
目
七
番
十
一

埼
玉
県
本
庄
市
西
富
田
七
百
六

十
二
番
地
一

ケ
イ
ア
イ
ス
タ
ー
不
動
産
株
式

会
社代

表
取
締
役

塙

圭
二

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

武
蔵
村
山
市
三
ツ
木
五
丁
目
三
十

四
番
六
、
同
番
七
及
び
三
十
七
番

一

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ア
ク
ロ
ス
モ
ー
ル
八
王
子
み
な
み
野

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
み
な
み
野
一
丁
目
二
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
日
月
百
子
ほ
か
十
三
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
日
月
百
子
ほ
か
十
二
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
サ
ミ
ッ
ト
・
コ
ル
モ

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

竹
野

浩
樹

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

上
小
城

秀
幸

十

変
更
日

令
和
二
年
四
月
十
七
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
九
月
十
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三

年
二
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
富
久
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
商
業

施
設
計
画

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
富
久
町
十
七
番
二
号
ほ
か

三

設
置
者
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社
ほ
か
四
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
一
番
地
一
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二

十
三
号

七

変
更
後
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
一
番
地
一

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
日
本
王
乳
セ
ン
タ
ー
ほ
か
六

名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
日
本
王
乳
セ
ン
タ
ー
ほ
か
七

名

十

変
更
日

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
二
年
九
月
二
十
三
日
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十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三

年
二
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

Ｇ
Ｉ
Ｎ
Ｚ
Ａ

Ｓ
Ｉ
Ｘ

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
銀
座
六
丁
目
十
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
大
丸
松
坂
屋
百
貨
店
ほ
か
四

名

四

設
置
者
住
所

江
東
区
木
場
二
丁
目
十
八
番
十
一
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
大
丸
松
坂
屋
百
貨
店
ほ
か
一

名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

好
本

達
也
（
株
式
会
社
大
丸
松
坂
屋

百
貨
店
）
ほ
か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

澤
田

太
郎
（
株
式
会
社
大
丸
松
坂
屋

百
貨
店
）
ほ
か

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
デ
ィ
オ
ー
ル
株
式
会
社

ほ
か
百
七
十
九
名

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
デ
ィ
オ
ー
ル
株
式
会
社

ほ
か
百
六
十
八
名

十

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

フ
ェ
ン
デ
ィ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ

か
三
十
四
名

十
一

変
更
前
の
小
売
業

者
の
住
所

千
代
田
区
外
神
田
一
丁
目
八
番
十
一

（
ア
ッ
ト
ス
タ
ー
株
式
会
社
）
ほ
か

十
二

変
更
後
の
小
売
業

千
代
田
区
外
神
田
一
丁
目
八
番
九
（
ア

者
の
住
所

ッ
ト
ス
タ
ー
株
式
会
社
）
ほ
か

十
三

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
・
モ
ン
グ
イ
デ
ィ

（
フ
ェ
ン
デ
ィ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会

社
）
ほ
か

十
四

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

橘
田

新
太
郎
（
フ
ェ
ン
デ
ィ
・
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社
）
ほ
か

十
五

変
更
日

令
和
二
年
六
月
三
十
日
ほ
か

十
六

届
出
日

令
和
二
年
九
月
二
十
三
日

十
七

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
八

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三

年
二
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
九

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
町
田
忠
生
店

二

店
舗
所
在
地

町
田
市
忠
生
三
丁
目
一
番
十
二
号

三

設
置
者
名

守
屋

悌
二

四

設
置
者
住
所

町
田
市
根
岸
町
四
百
八
十
六
番
地

五

変
更
前
の
店
舗
名

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
町
田
忠
生
店

六

変
更
後
の
店
舗
名

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
町
田
忠
生
店

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ウ
エ
ル
シ
ア
関
東
株
式
会
社

八

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ツ
ル
ハ

九

変
更
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
ほ
か

十

届
出
日

令
和
二
年
九
月
三
十
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三

年
二
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

多
摩
地
域
森
林
計
画
の
案
に
つ
い
て

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
多
摩
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期

間
中
東
京
都
知
事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

森
林
計
画
区
の
名
称

多
摩
森
林
計
画
区

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
及

び
東
京
都
森
林
事
務
所
保
全
課

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
三
十
日
間

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公

布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
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東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

多
羅
尾

光

睦

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
四
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
職
員

共
済
組
合
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
命
免
」
を
「
指
名
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
事
務
局
長
が
所
属
職
員
」
を
「
公
印
管
理
者
が
自
己
の
指
揮

監
督
す
る
職
員
」
に
、
「
命
免
」
を
「
指
名
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
に
事
故
が
あ
る
場
合
」
を
「
が
不
在
で
あ
る

と
き
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
公
印
は
、
」
を
「
公
印
管
理
者
は
、
公
印
を
」
に
、

「
収
納
し
」
を
「
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、
紛
失
及
び
不
適

正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
照
合
」
の
下
に
「
（
以
下
「
公
印
照
合
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
照
合
し
た
」
を
「
公
印

照
合
を
行
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
同
項
の
照
合
」
を
「
公
印
照
合
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
を
公
印
管
理
者
」
を
「
及
び
必
要
な
事
項
を
記
入

し
た
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
公
印
事
前
押
印
・
刷
り
込
み
文
書
等

処
理
簿
を
公
印
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
第
七
号

様
式
に
よ
る
」
を
「
事
前
押
印
を
し
た
文
書
等
を
施
錠
で
き
る
書
庫

等
に
お
い
て
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
」
に
改
め
、
「
事
前
押

印
を
し
た
文
書
等
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
回
付
し
」
を

「
引
き
渡
さ
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
回
付
」
を
「
引
渡
し
」

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「回

付
部
数

」
を
「引

渡
し
部
数

」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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